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別紙－２－２

項目 明  示  事  項 条    件 

７ 

建 

設 

副 

産 

物 

の 

処 

理 

１．建設発生土の処理 
・（ア）他工事等の流用 
 
・（イ）建設技術センター 
 
 
・（ウ）民間残土受入他 
 
 
 
 
２．分別解体等 

 
３．再資源化施設への搬出 

 
 
 
 
 

（施設の名称・ 
受入費用） 

 
 
 
 
 
 
（受入時間帯） 
（受入条件） 
 
 
 
 
４．最終処理等 
 
 
 
 
 
５．産業廃棄物処理 
６．産業廃棄物処理に係る税 

 
建設発生土は 境港市 佐斐神町 地内の 下水道センター 残土置場に運搬（片

道運搬距離 5.2 km）するものとする。    
建設発生土は     市・町・村    地内のセンター事業所に運搬（片道運

搬距離    km）するものとする。 
なお、処理費として１㎥当り       円をセンターに支払うこと。 
建設発生土は      市・町・村      地内の        に運搬（片道運搬距離

km ）するものとする。なお、処理費として１㎥当り     円を

に支払うこと。 
 民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各受入地が指定している土質性状同等

以上とすること。（土質性状 土砂、コーン指数 400KN/㎡以上） 
コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体する

ものとする。なお、その費用を見込んでいる。 
コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再

資源化施設への搬入を見込んでいる。これは、他の施設への搬入を妨げるものでは

ないが、搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 
再資源化施設業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェ

ストを発行するものとする。 
なお、再資源化施設への搬出が完了したときは、書面により報告すること。 
コンクリート塊  米子 市 大篠津町  地内の (有)サクセス     
（運搬距離 8.1 km）、費用１ｔ当り 1,500  円 
アスファルト塊  米子 市 和田町   地内の カネックス（株）   
（運搬距離 8.6  km）、費用１ｔ当り 1,300  円 
建設発生木材 境港   市 西工業団地 地内の 環境緑地（株）    
（運搬距離 4.7 km）、費用１ｔ当り 10,000 円 
その他（   ）     市・町・村    地内の          
（運搬距離    km）、費用１ｔ当り       円 
８時～１７時（平日） 
ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。 
イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は 500ｍｍ以下であること。 
ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径   ｃｍ以下、長さ   m

以下であること。 
エ ２次公害発生の恐れのある物質（廃油等）を含まないこと。 
      については、     市・町・村    地内の産業廃棄物処理場

への搬出（片道運搬距離   km）を想定し、その費用として１ｔ当り   円を

見込んでいる。これは、他の施設への搬入を妨げるものではないが、搬出先を変更

する場合は理由を付して協議を行うこと。 
産業廃棄物処理業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフ

ェストを発行するものとする。 
建設工事等から生じる廃棄物の処理については、関係法令を遵守すること。 
産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、     円見込んでいる。 

８ 

建 

設 

副 

産 

物 

の 

使 

用 

１．建設発生土の使用 
 

２．再生資源の利用 

          工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入

れ、使用箇所：        に使用する。 
ア  Co 雑割材は、         工事から運搬し、使用箇所：

に使用する。 
イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、        工事から運搬し、

使用箇所：        に使用する。 
ウ ・再生クラッシャーラン〔規格：    〕は、使用箇所：        に

使用する。 
・再生コンクリート砂〔規格：RS-    〕は、使用箇所：        に

使用する。 
エ 再生アスファルト混合物〔規格：    〕は、使用箇所：        に

使用する。 
オ その他再生資材〔資材名：    〕〔規格：    〕は、 
使用箇所：        に使用する。 

９ 

支物 

障件 

１．地上、地下等に占有物件
等の工事支障物件が存在す
る場合 

移設・撤去 
防護等の方法                               
                                   

１０ 

濁処 

水理 

１．排水の工法、排水処理の
方法及び排水の放流先等を
指定する場合 

工法 
処理の方法 
放流先 
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